
令和７年度(2025年度)熊本県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金交付要項 

（趣旨） 

第１条 熊本県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金（以下「補助金」という。）につ

いては、予算の範囲内において交付するものとし、医療施設等経営強化緊急支援事業実施

要綱（令和７年４月１日付け医政発0401第５号厚生労働省医政局長通知）及び熊本県補助

金等交付規則（昭和56年熊本県規則第34号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要項に定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この補助金は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率

的に業務を行う環境の整備費用を補助することにより、業務の生産性を向上させ、職員の

処遇改善につなげることを目的とする。 

（交付の対象） 

第３条 この補助金の交付対象となる施設等は、令和７年（2025年）３月31日時点でベース

アップ評価料を届け出ている病院、有床診療所（医科・歯科）、無床診療所（医科・歯科）

及び訪問看護ステーションとする。 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された額

に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。なお、算出され

た額の合計額が予算額を超える場合には、必要な調整を行うものとする。 

（1） 次の表の左欄に定める基準額と右欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少

ない方の額を選定する。

（2）（1）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを

比較して少ない方の額を交付額とする。 

基準額 対象経費 

ア 病院・有床診療所（※）

許可病床数×４万円

※許可病床数が４床以下の有床診療

所にあっては１施設×18万円

イ 無 床 診 療 所

１施設×18万円

ウ 訪問看護ステーション

１施設×18万円

以下の取組のいずれか（複数可）に必 

要な経費 

ア ＩＣＴ機器等（※）の導入による業

務効率化

タブレット端末、離床センサー、イ

ンカム、ＷＥＢ会議設備、床ふきロ

ボット、監視カメラ等の業務効率化

に資する設備の導入

※既に他の補助金が充てられてい

るものを除く

イ タスクシフト／シェアによる業務

効率化

医師事務作業補助者、看護補助者等

の職員の新たな配置によるタスク

シフト／シェア



ウ 給付金を活用した更なる賃上げ

処遇改善を目的とした、既に雇用し

ている職員の賃金改善

（交付の申請、請求） 

第５条 この補助金の交付申請は、様式第１号に様式第２号を添えて、別途通知する日

までに別途通知する方法により知事に提出して行うものとする。 

２ 規則第16条に規定する補助金の請求は、前項に定める様式第１号及び様式第２号の

申請書の提出をもって行われたものとする。 

（交付の決定） 

第６条 知事は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、その金額を支払うとともに、規則第６

条の規定により様式第３号によりその決定の内容を申請者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があると認められると

きは、申請者に確認の上、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金

の交付の決定をするものとする。 

（交付の条件） 

第７条 規則第５条第１項第３号に定めるその他知事が必要と認める条件は、次のとおりと

する。 

(1) 事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、速やかに知

事の承認を受けなければならない。

(2) 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、速やかに知事の承認を受け

なければならない。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した財産で価格が単価50万円以上（民間団体にあっては30万円）の機

械、器具及びその他の財産については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した

財産の処分制限期間（平成20年７月厚生労働省告示第384号）」に定める期間を経過す

るまで、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

(4) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を県に納付させることがある。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならな

い。

(6) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、かつ、当該帳簿等及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の

終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の

増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、

又は「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成20年７

月厚生労働省告示第 384 号）」に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管し

ておかなければならない。



(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、

様式第４号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度６月30日まで

に知事に報告しなければならない。なお、補助金に係る仕入れ控除税額があることが確定

した場合には、当該仕入れ控除税額を返還しなければならない。 

（8） この補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、厚生労働省が行う、

この補助金に関する調査等への協力の求めがあった場合に応じなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 規則第８条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の

通知を受けた日から起算して10日を経過する日までとする。 

 

（実績報告、補助金の額の確定） 

第９条 この補助金は、第５条第１項に定める申請書の提出をもって実績報告書の提出

に代え、第６条に定める交付の決定をもって額を確定したものとみなす。 

 

（交付決定の取消し） 

第10条 知事は、補助事業者が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その

他法令等又は知事の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

２ 前項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとす

る。 

３ 知事は、第１項の規定による取消しをしたときは、規則第17条第４項の規定により

様式第５号により補助事業者に通知し、既に補助金の交付を行っている場合は全部若

しくは一部の返還を求めるものとする。 

 

（検査及び報告） 

第11条 知事は、この補助金の適正な支出のため、必要に応じて補助事業者に対し、検

査、報告その他必要な措置を求めることができる。補助事業者は、検査及び報告等の

求めがあったときは、これに応じなければならない。 

 

（不当利得の返還） 

第12条 知事は、補助金の交付を受けた後に、補助事業者の要件に該当しないことが明らか

となった者又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付を行

った補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第13条 補助金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

 

（その他） 

第14条 その他必要な事項は、知事が別に定めるものとする。 

 

 



附 則 

この要項は、令和７年(2025年)６月11日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




